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第１章 行動計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

鳥栖市は、平成２０年（２００８年）３月に、鳥栖市男女共同参画行動計画（後期

計画）を策定し、男女共同参画社会の形成を目指す取り組みを行ってきました。 

   この間、市の審議会や委員会等における女性の参画率は、平成２１年度には３５％

の目標値を達成したことや地域・社会活動に参加する人の割合が増えるなど、５年間

で改善できた点もありました。 

   しかし、少子高齢化の進行や不況の長期化により経済情勢が悪化するなど、生活を

取り巻く状況が変化する中で、男女の平等意識の面ではほとんど変化が見られません

でした。男女の固定的役割分担意識は社会に根強く残っており、男女の協働によって

改善する余地が多くの分野で残っています。 

 こうした現状を踏まえ、男女共同参画のさらなる取り組みを推進するために、「第

２次鳥栖市男女共同参画行動計画及びＤＶ被害者支援基本計画」を策定します。 

 

２ 計画の基本理念 

 男女共同参画社会基本法では、第３条から第７条にわたり、男女共同参画社会の形

成について次の５つの基本理念を規定しています。 

 ①男女の人権の尊重（法第３条） 

②社会における制度又は慣行についての配慮（法第４条） 

③政策等の立案及び決定への共同参画（法第５条） 

④家庭生活における活動と他の活動との両立（法第６条） 

⑤国際的協調（法第７条） 

 本市は、この５つの基本理念に基づき、総合計画に理想像として掲げているように

「男女一人ひとりに男女共同参画意識が浸透し、お互いが多様な価値観や考え方を理

解し、認め合い、性別にかかわりなく自分らしく生きる」ことのできる社会の実現を

目指して、計画を策定します。 

 

３ 計画の目標 

本市における男女共同参画社会の実現を推進するために、次の４つの基本目標を定

め、それぞれの目標に沿った施策を実施します。 

また、施策の実施に当たっては、市がリーダーシップを取りつつ、市民や市民団体、

事業者等と協働し連携を図りながら取り組みます。 

  ●基本目標１ 人権の尊重に基づく男女共同参画の意識づくり 

  ●基本目標２ 男女が生き生きと働きともに支える社会づくり 

  ●基本目標３ 男女が自立し安心して暮らせるまちづくり 

  ●基本目標４ 配偶者等に対する暴力の根絶【鳥栖市ＤＶ被害者支援基本計画】 
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４ 計画の性格 

（１）この計画は、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に基づく、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な計画です。 

 

（２）この計画は、国の「第３次男女共同参画基本計画」「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」や県の「男女共同参画基本計

画（2011-2015）」「ＤＶ被害者支援基本計画（改定版）」を踏まえ、鳥栖市総合計

画との整合を図りながら策定します。 

 

（３）この計画は、平成２３年に実施した「男女共同参画社会に関する市民意識調査」

の結果や、市民の委員で構成された「鳥栖市男女共同参画懇話会」における議論な

どを反映して策定します。 

 

（４）この計画中、「基本目標４」については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第２条の３第３項の規定に基づく基本的な計画と位置付け、両計

画を一体的に策定します。 

 

５ 計画の期間 

この計画の期間は、平成２５年度（２０１３年度）から平成３４年度（２０２２ 

年度）までの１０年間とし、５年ごとに見直します。 

また、社会経済情勢の変化や国・県の制度の変更などを考慮し、必要に応じて内容

の見直しを行います。 
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第２章 計画策定の背景と課題 

１ 社会経済情勢の変化 

 (１) 少子高齢化の進行 

    国勢調査による鳥栖市の人口は、平成１２年から平成２２年までの１０年間で、 

６０，７２６人から６９，０７４人と８，３４８人増加しています。 

年齢階層別に人口を見ると、６５歳以上の高齢者の割合は、平成１２年の 

１６．１％から平成２２年の１９．９％へと、ゆるやかに上昇し、市民の５人に

１人が高齢者になっています。 

一方、１５歳未満の子どもの割合は、平成１２年の１６．２％、平成１７年の 

１５．９％、平成２２年の１６．７％と横ばいです。しかし、平成１７年以降は、

６５歳以上の高齢者の割合が１５歳未満の子どもの割合を上回っています。 

佐賀県の平成２３年の合計特殊出生率※は１．６１で、全国平均の１．３９を上

回っていますが、依然として少子化傾向にあります。 

   ６５歳以上の高齢者１人を支える生産年齢人口（１５歳以上６５歳未満の人口）

の割合は減少しており、働く世代にかかる１人当たりの社会的費用の負担の増加が

予想されます。少子化を改善し、社会を支える労働力を確保することが求められて

います。 

 

16.2 67.7 16.1

15.9 66.0 18.1

16.7 63.4 19.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成12年
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平成17年
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年齢階層別人口構成（鳥栖市）

0-14歳

15-64歳

65歳以上

 

資料：国勢調査より作成 

 

※合計特殊出生率 

 １５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮

にその年次の年齢別出生率で、一生の間に生むとしたときの平均子ども数に相当し

ます。(人口動態統計調査) 
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  (２) 家族形態・生活形態の変化 

    平成２２年の国勢調査によると、鳥栖市の人口は６９，０７４人、総世帯数は 

２５，２１９世帯となり、調査のたびに増加を続けています。平成１２年から１０

年間で、人口は１３．７％、世帯数は２３．７％増加しました。 

１世帯当たりの人数を見ると、平成１２年に３．０人であったものが平成２２年

には２．７人となり、人口の増加とともに核家族化が進行しています。 

１世帯当たりの人数を見ると、平成２２年は１人世帯が６，８２６世帯 

（２７．１％）を占めており、２人世帯と合わせると半数を超えています。年々、

少人数の世帯が増えており、生活のあり方も個々人で異なってきていると考えられ

ます。 

 

世帯数の推移（鳥栖市）
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資料：国勢調査より作成 

 

世帯員数別世帯割合の推移（鳥栖市）
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資料：国勢調査より作成 
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 (３) 就業構造の状況 

    平成２２年の労働力率※を男女別に見ると、下図のようになります。 

    男性は、２０歳代半ばから５０歳代後半まで、９０％を超える高い割合の人が働

いており、グラフの形は台形になります。女性は、２０歳代後半から３０歳代にか

けて働く人の割合が減少し、４０歳代にかけて再び増加するＭ字型の曲線になりま

す。これは出産で就業を一時的に中断し、子育てが終わった時点で復職または再就

職をするという、日本女性の働き方の特徴を表しています。 

    平成２２年の全国、佐賀県と本市の労働力率を比べてみると、男性はすべて台形

の曲線になり、女性はすべてＭ字型の曲線になります。鳥栖市の労働力率は、男女

ともに若干全国平均を上回っていますが、女性は佐賀県の平均を下回っています。 

年齢別労働力率（鳥栖市）
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資料：国勢調査より作成 

年齢別労働力率（国、佐賀県、鳥栖市）
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資料：国勢調査より作成 
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    この背景には、子育ては女性が担うべきだとする｢固定的性別役割分担｣がありま

す。平成２３年の市民意識調査では、女性が職業を持つことについて約４割の人が、

「女性は出産・育児で中断後に就業すること」を肯定しています。 

    少子・高齢化が進む中で、女性や高齢者の社会参加は、社会に活性化をもたらす

ものとして期待されます。今後、就業を望む人が自らの意思で職業を選択し、安心

して働き続けることのできる労働環境の整備が必要です。 

 

※労働力率 

 １５歳以上の人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合を指します。就

業者には休業中の人も含んでいます。 

 

 

２ 市民の意識の変化 

 平成２３年度に実施した「男女共同参画社会に関する市民意識調査」の結果から、

主に次のような意識の変化が見られます。 

  （１）結婚と家庭について 

    「性別役割分担」の考え方に３人に１人が反対 

     「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という意見について、賛成派（「賛

成」「どちらかといえば賛成」の合計。以下同じ）が２３．４％（女性１９．３％、

男性２９．１％）、反対派（「反対」「どちらかといえば反対」の合計。以下同じ）

が３３．０％（女性３６．４％、男性２８．８％）となり、３人に１人が反対し

ています。 

     ５年前の調査結果と比べると、反対派は２７．６％から５．４ポイント増加し

ています。 

 

    日常的な家事は妻や母が主に分担 

     掃除や洗濯、食事のしたく・あとかたづけ、日々の家計支出など、家庭内の家

事は、全体の７割以上が妻や母の分担になっています。 

しかし、高価なものの購入や地域活動になると、男女が同じ程度関わっている

割合が高くなっています。 

     男性と女性が「同程度家事を分担している」人の割合は、掃除、洗濯、食事の

したく・あとかたづけの平均でみると、前回調査の６．４％から８．０％となり、

あまり変化は見られません。 

 

  （２）子育てと教育について 

    子どものしつけや教育は、男女の区別なく教育・技術と個性を伸ばすことを重視 

     男女ともに子どもの自立と個性や能力を伸ばしていく教育を重要だと考えて

います。 
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「男女の区別なく生活に必要な技術を身につけさせる」という考え方について、

賛成派は８６．３％（女性８９．３％、男性８１．９％）、「女の子も男の子も職

業人としての教育が必要」という考え方について、賛成派は８５．７％（女性 

８９．３％、男性８１．９％）と、８割以上の人が支持しています。この２項目

は、前回調査とほとんど変化はありませんでした。 

また、「男女の平等や個性を生かすことを家庭で話し合うことが必要」と考え

る人も多く、家庭内での教育や家族のコミュニケーションを大事にしていること

がうかがえます。 

     一方で、「男の子らしく、女の子らしく育てる」という考え方について、賛成

派は６割を超えています。 

 

    学校教育の中で力を入れることは、男女の区別なく能力や個性を生かすこと 

     男女共同参画社会づくりのために、学校教育で力を入れることは、「生活・進

路指導に男女の区別なく能力や個性を生かせるよう配慮」と答えた人が、  

７０．６％（女性７３．２％、男性６７．６％）で最も多く、「男女の平等と相

互の理解や協力についての学習を充実する」が５２．４％（女性５３．９％、 

男性５０．５％）で、２番目に支持されています。 

 

  （３）職業と健康について 

    仕事についている女性は５０％台、２０歳代～５０歳代は７割前後 

     「現在職業についている」と答えた人は、６１．０％（女性５５．４％、男性 

６８．５％）でした。女性の就労率は、男性と比べて低くなっています。前回調

査結果と比べると、全体で０．１ポイント増加し、ほとんど変化はありませんで

した。 

 ２０歳代から５０歳代の人を比較してみると、女性は７割前後、男性は９割以

上が仕事をしており、就労率の差が大きくなります。 

 

    女性の就業形態は「パートタイム」が最も多い 

     女性の就業形態はパートタイムが３８．０％で最も多く、次いで「正社員・正

職員」が３１．６％の順になっています。男性は「正社員・正職員」が５９．２％

で最も多く、「事業主」が２１．５％で続いており、男女で就業形態に差があり

ます。 

 

 （４）社会参加について 

    地域社会活動に参加していない人は約４割 

     地域社会活動に参加していない人は３８．９％（女性３７．３％、男性 

４０．５％）となり、５年前の調査結果よりも８．６ポイント減少しました。 

     参加している活動内容は、「自治会、老人クラブ、婦人会、安全・安心などの
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地域活動」が３０．２％（女性２８．２％、男性３３．３％）で最も多く、次に

「趣味、教養、スポーツなどのサークル活動」が２７．６％（女性２６．６％、

男性２９．１％）で続いています。 

地域活動に参加していない理由は、「あまり関心がないから」が３１．４％（女

性２８．６％、男性３４．１％）で最も多く、「仕事が忙しくて時間がない」が 

２９．１％（女性２６．８％、男性３１．１％）で２番目に多くなっています。 

 

  （５）人権の尊重について 

    ＤＶ（配偶者や恋人間の暴力）の被害経験は増加 

     配偶者間や恋人間での暴力被害について、特に女性は身体的暴力や精神的な暴

力など多様な暴力の被害経験があります。何らかの被害を受けた人の割合は、 

３３．９％（女性４１．９％、男性２３．４％）になり、５年前の調査結果 

１７．５％（女性２５．４％、男性７．９％）から増加しています。 

     暴力の種類別に見ると、「大声でどなられたり、暴言を吐かれた」が２５．２％

（女性３３．２％、男性１４．４％）で最も多く、次に「何を言っても無視され

た」が１３．７％（女性１５．１％、男性１２．０％）で続いています。 

     女性は「いやがっているのに性的な行為を強要された」（１８．４％）、「医師

の治療を必要としない程度の暴行を受けた」（１２．０％）の被害も、男性に比

べると目立っています。 

 

    配偶者や恋人から受けた行為に対し半数以上は「我慢」する 

     配偶者や恋人から受けた行為に対する行動を見ると、「我慢した」が５５．４％

（女性５５．０％、男性５６．４％）で最も多く、次に「抵抗してやり返した」

が２３．２％（女性２４．９％、男性１９．２％）で続いています。 

女性は男性よりも友人や家族などに相談する傾向が強く、婦人相談所や市役所

などに相談した人は２．１％でした。 

 

  （６）男女共同参画社会について 

    認知度が高い用語は「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」など 

     男女共同参画に関する用語は、法律の認知度が高まっています。 

     内容まで知っているのは、「男女雇用機会均等法」４１．０％（女性３９．０％、

男性４３．８％）、「育児・介護休業法」３６．８％（女性４１．２％、男性 

３１．２％）、「DV 防止法」２３．４％（女性２２．８％、男性２４．３％）な

どが上位を占めています。 

     一方で、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※1」や「ポジティブ・アクショ

ン※2」などのカタカナ用語は、認知度が低いようです。 
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   地位の平等感が高いのは「学校教育の場」「法律・制度」など 

     男女の地位が平等になっていると感じているかどうかを分野別で見ると、「学

校教育の場で」と答えた人が、６５．９％（女性６３．９％、男性６９．１％）

で最も高く、次に「法律や制度のうえで」が４０．５％（女性３５．０％、男性

４８．３％）で続いています。 

     しかし、全体的に男性の方が優遇されていると感じている分野が多い結果にな

りました。特に割合が高いのは、「社会通念・慣習・しきたりなどで」７７．３％

（女性８１．８％、男性７１．５％）、「政治の場で」７６．２％（女性８２．３％、

男性６８．１％）などです。 

     前回の調査結果と比べると、全体的に男女の地位の平等感はあまり変化があり

ませんでした。 
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３ これまでの取組 

   鳥栖市は、平成１５年度（２００３年度）に｢鳥栖市男女共同参画行動計画｣を策定

し、男女共同参画社会づくりを推進してきました。 

   計画は１０年計画とし、平成１９年度（２００７年度）に見直しを行い、翌年から

の後期行動計画を策定しました。市長を会長とする男女共同参画行政推進会議や、市

民の委員等で構成された男女共同参画懇話会を設けて、計画に基づく総合的な施策の

推進と評価、改善に努めています。 

   これまでの成果として、市の審議会や委員会等における女性参画の推進、子育てを

支援するための保育事業の充実、ドメスティック・バイオレンスなどに悩む女性の相

談窓口を開設したほか、学校における男女平等教育の実施や生涯学習の充実、健康づ

くり、介護予防事業等を積極的に展開しました。 

   また、佐賀県や市民活動団体等と協働して、セミナーやフォーラムなどの啓発事業

を実施しています。 

 

４ 計画の重点課題 

  （１）男女の人権の尊重 

     男女共同参画社会を形成するためには、男女が個人として尊重され、性別を理

由に差別を受けないことが基本になります。今後とも市が実施する施策の中に人

権の尊重を反映させることが重要です。 

 

  （２）男女共同参画社会の理解の促進 

     男女共同参画の用語や取り組みの認知度は低く、考え方が十分理解されていま

せん。さらに分かりやすく伝え、多くの人の協力を得られるよう取り組みを進め

ます。 

 

  （３）女性や高齢者の社会参画による地域の活性化 

  少子高齢化の進行や生活形態が多様化する中で、女性や高齢者の能力を発揮す

る機会を創出することが、今後の社会の活性化につながります。 

 

（４）市民活動団体や事業所等との協働の推進 

    男女共同参画の考え方を地域や職場に浸透させるために、市民活動団体や事業

所等と連携し、協力しながら進めていくことが必要です。 

 

（５）女性に対する暴力の根絶 

    男女間の暴力、特に女性に対する暴力は、人権を侵害する犯罪であり、絶対に

許すことのできない行為です。男女共同参画社会の形成を根本から揺るがすもの

で、今後とも重点的に取り組む必要があります。 
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第３章 計画の内容 

１ 計画の体系図 

基本目標 主要施策 具体的施策 

１.人権尊重に基づく男女 

共同参画の意識づくり 

１.男女共同参画の理解を

広める教育・学習の推

進 

1 男女共同参画を学ぶ機会の充実 

2 保育・教育関係者の意識を高める 

3 自立・職業意識を育む学習や指導の充実 

4 男女共同参画意識を高める学習機会の充実 

5 学習機会への参加を促進する環境づくり 

6 多様な団体への学習機会の提供 

２.男女共同参画の視点に

立った広報・啓発の充実 

7 男女共同参画に関する広報 

8 男女共同参画啓発事業の実施 

9 男女共同参画に関する情報等の収集及び提供 

10 あらゆる活動への男女共同参画の推進 

11 市民の主体的活動の支援 

３.男女共同参画を推進す

る人材の育成 

12 女性人材情報の収集と提供 

13 人材育成事業の充実 

２.男女が生き生きと働き 

ともに支える社会づく  

り 

１.政策・方針決定過程で

の男女共同参画の推進 

14 市の審議会等への女性の参画促進 

２.男女が働きやすい労働

環境の整備 

15 女性の経済的地位の向上と環境の整備 

16 仕事と生活の調和(ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ)の推進 

３.仕事と生活の調和を図

る環境の整備 

17 多様な保育サービスの提供 

18 子育て支援体制の充実 

19 男性の育児への参加促進 

20 男性の家事能力の向上と参加促進 

21女性の起業や再就職等の支援 

３.男女が自立し安心して 

暮らせるまちづくり 

１.個人の自立を支える環

境整備 

22 ひとり親家庭の自立支援の充実 

23 高齢者の生活支援の充実 

24 高齢者の自立と社会参加の支援 

25 障害者の自立と社会参加の支援 

２.性と健康を尊重する環

境整備 

26 妊娠・出産・育児期における支援と相談の充実 

27 性と生殖に関する健康と権利の啓発 

28 性的少数者に対する理解の推進 

３.生涯を通じた健康づく

りの推進 

29 思春期における健康教育の充実 

30 生涯を通じた心身の健康支援 

31 介護予防の推進 

４.配偶者等に対する暴力

の根絶 

【鳥栖市ＤＶ被害者支援

基本計画】 

１.ＤＶ被害を防止する啓

発推進 

32 ＤＶやセクハラ等の防止に向けた意識啓発 

２.相談体制の充実 33 女性（母子）に係わる相談体制の強化 

34 女性に係わる相談機能の充実 

35 二次被害を起こさないための支援体制の確立 

３.ＤＶ被害者の自立支援 36 被害者の自立に向けた支援の充実 

４.関係機関の連携・協力 37 あらゆる暴力の早期発見と防止対策 

38 関係機関との連携の推進 
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■推進体制 （１）計画推進体制 39 男女共同参画行政推進会議の充実 

40 男女共同参画懇話会との連携 

41 国・県や市民団体等との連携と協力 

（２）計画の進行管理 42 計画の進捗管理 

43 市民や事業所等の男女共同参画に関す

る意識調査等の実施 

（３）モデル事業所とし

ての市役所づくり 

44 仕事と家庭の両立支援の充実 

45 市職員における男女共同参画の理解の 

促進 

46 女性職員の登用推進  

47 職員の人材育成 
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 ２ 施策の展開 

 

基本目標１  人権尊重に基づく男女共同参画の意識づくり 

 

主要施策１ 男女共同参画の理解を広める教育・学習の推進 

【現状と課題】 

固定的な性別役割分担意識が社会に根強く残っており、男女共同参画社会の形成の妨

げになっています。 

 男女共同参画の意識を形成するためには、幼児期からの教育が大切です。また、多く

の人に男女共同参画をさらに正しく理解してもらうために、学習の機会を設けることが

必要です。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

１ 

男女共同参画を学ぶ

機会の充実 

教育の場において、性別にとらわれることなく、ひとり

ひとりの個性と能力を伸ばす男女平等教育を推進し、自

立した豊かな人間性の実現に努めます。 

●人権教育、家事能力向上・家族の役割と責任の学習 

学校教育課 

２ 

保育・教育関係者の

意識を高める 

教育関係者が男女共同参画の理念を理解し、意識を高め

ることができるよう話し合いや研修の機会の確保に努

め、日常活動における固定的な性別役割分担を見直し改

善を図り、教育の場における男女共同参画を推進しま

す。 

●保育園・幼稚園・学校・生涯学習における教育者の研修 

●話し合いの場の確保 

学校教育課 

こども育成課 

生涯学習課 

３ 

自立・職業意識を育

む学習や指導の充実 

性別にとらわれない職業観の形成と就業意識を育むた

めの社会体験、職場体験活動を推進し、個性と能力に応

じた進路を主体的に選択できるよう実体験を通じた学

習を進め、指導の充実を図ります。 

●職場体験学習の充実 

●進路指導の充実 

学校教育課 

○性別にかかわりなく平等感や思いやりを育む学校教育の充実を図ります。 

○子どもの個性や能力を認め、生かしていく学校教育を推進します。 

○人権の尊重や男女共同参画への理解を広める学習の機会をつくります。 

 



14 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

４ 

男女共同参画意識を

高める学習機会の充

実 

男女共同参画の意識づくりのために、講演会や講座等の

学習機会の充実を図ります。 

●出前講座・講演会の開催 

●男女共同参画の視点での講座・講演会等の開催 

市民協働推進課 

生涯学習課 

５ 

学習機会への参加を

促進する環境づくり 

講座や講演会等の開催時間に配慮したり、保育の確保を

行ったりするなど、だれもが参加しやすい環境づくりに

努めます。 

●土日や夕刻等開催日時の配慮 

●託児の実施 

関係各課 

６ 

多様な団体への学習

機会の提供 

地域で活動している団体等へ男女共同参画に関する情

報を積極的に提供するとともに、各種講演会等への参加

を呼びかけます。 

●自治会、PTA、協議会など各種団体等への情報提供、 

講演会等への参加呼びかけ 

関係各課 
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主要施策２ 男女共同参画の視点に立った広報・啓発の充実 

【現状と課題】 

男女共同参画に関するセミナーやフォーラムを開催していますが、若い世代や男性の

参加者が少ない状況です。 

男女共同参画社会を形成するためには、男性の理解と協力が不可欠であるため、男性

にとっての男女共同参画の利点を伝えることが必要です。 

男女共同参画に対する認知度が低いため、継続して広報・啓発に努めるともに、内容

を分りやすく伝えていく工夫が求められています。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

７ 

男女共同参画に関す

る広報 

市報やホームページ等の広報媒体を活用し、男女共同参

画に関する法令や催事等を積極的に広報します。 

●男女共同参画週間等における特集 

●男女共同参画関係法令の普及啓発・関連事業の PR 

●各種啓発資料の作成・配布 

市民協働推進課 

８ 

男女共同参画啓発事

業の実施 

男女共同参画を推進するためのセミナーやフォーラム

等を開催し、意識啓発を行います。 

●男女共同参画フォーラムの開催 

●セミナー・シンポジウムの開催 

市民協働推進課 

９ 

男女共同参画に関す

る情報等の収集及び

提供 

男女共同参画に関する様々なニーズに対応した情報を

収集し、あらゆる機会を通じ積極的な提供に努めます。 

●意識調査等の結果の公表 

●人権・男女共同参画等に関する情報の提供 

●図書館における男女共同参画コーナーの設置 

市民協働推進課 

文化芸術振興課 

生涯学習課 

 

○だれもが参加しやすくなるように、広報・啓発に努めます。 

○セミナーやフォーラムなどを開催し、参加者に啓発を行います。 

○男女共同参画に関する情報を収集し、提供します。 
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具体的施策 施策の内容 担当課 

１０ 

あらゆる活動への男

女共同参画の推進 

 

地域における様々な活動の情報を提供することで、地域

活動への関心や参加意欲を高め、地域の一員として主体

的にかかわれるよう男女共同参画を推進します。 

●地域活動への参加促進 

●市民活動団体の情報提供 

●市民活動センターへの支援 

市民協働推進課 

１１ 

市民の主体的活動の

支援 

 

男女共同参画を推進する活動を行なっている各種市民

団体等が自主的に企画・実施する講座や講演会の開催や

調査研究活動、各団体の交流を支援します。 

●市民活動グループの支援 

●ネットワーク会議の開催 

市民協働推進課 
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主要施策３ 男女共同参画を推進する人材の育成 

【現状と課題】 

市は男女共同参画を推進する市民団体と協働して男女共同参画に関する催しを開い

ていますが、新たな人材の発掘や推進団体の形成には至っていません。 

今のところ、男女共同参画を推進するための人材育成の機会が、ほとんどない状況に

あるため、男女共同参画を市内に広める個人や団体の育成が必要です。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

１２ 

女性人材情報の収集

と提供 

幅広く女性の人材情報の収集と整備に努め、審議会等へ

推薦できる人材情報の充実を図り、積極的な情報提供を

行います。 

●女性人材リストの充実 

市民協働推進課 

１３ 

人材育成事業の充実 

男女共同参画や市の仕組み等を理解し、市政に参画しよ

うとする人々、特に女性のための学習機会を提供しま

す。 

●総合計画策定・実施に関する市民参加型ワークショップ

の開催 

●男女共同参画に関する人材育成セミナーの開催 

総合政策課 

市民協働推進課 

 

 

○男女共同参画に理解のある人材情報を収集し、登録・活用します。 

○地域における男女共同参画の理解を推進する人材を育成します。 

○男女共同参画を推進する人材にさまざまな情報を提供するとともに、他市町の団体

等との交流を進めます。 
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基本目標２  男女が生き生きと働きともに支える社会づくり 

 

主要施策１ 政策・方針決定過程での男女共同参画の推進 

【現状と課題】 

鳥栖市における審議会や委員会等の女性の参画率は、平成２３年度末で３４．２％と

３割を超えています。 

市では平成１５年度から女性人材リスト登録を開始し、これまで審議会や委員会等に

おける女性の人材活用を図ってきましたが、同リストの登録者数や活用は伸びていない

のが現状です。 

社会のあらゆる分野における男女共同参画の意識を広めるためには、今後とも、政

策・方針決定の場に意欲的に参画する女性人材の育成と活用が必要です。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

１４ 

市の審議会等への女

性の参画促進 

審議会委員等への女性の登用率を高めるために、積極的

に女性の登用促進を図ります。 

●審議会等委員の改選期における女性登用についての事前協議 

●市の審議会等への女性の登用状況調査 

●登用状況調査結果の公表 

●市の審議会等への女性参画促進のための指針等の周知 

各課共通 

総務課 

市民協働推進課 

 

 

○市における各種審議会や委員会等への女性の参画を促進します。 

○さまざまな分野で女性の参画が増えるように、人材情報の提供や啓発に取り組みま

す。 
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主要施策２ 男女が働きやすい労働環境の整備 

【現状と課題】 

女性は結婚や出産等の際に辞めさせられたり、補佐的な仕事が多く経験が少ないため

に、男性と働き方に差がついたりすることがあります。 

また、育児休業や介護休業等の制度は整っていても、休暇を取得する男性は、依然と

して少ない状況であり、性別を問わず個人の意思を尊重した働き方ができる職場環境を

つくることが必要になっています。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

１５ 

女性の経済的地位の

向上と環境の整備 

農業・自営業等に従事する女性の役割や仕事への適正な

評価、労働条件の改善等への啓発を行い、女性の経済的

地位向上を図ります。 

●家族経営協定の推進 

●関係機関と協力した農業・自営業者等への啓発 

商工振興課 

農林課 

農業委員会 

１６ 

仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）の推進 

 

結婚・育児・介護等で仕事を失わないように、男女がと

もに仕事と家庭を担いあい、仕事や家庭、地域において

調和のとれた活動ができる考え方について事業所や経

営者への啓発に努めます。 

●労働に関する法制度やワーク・ライフ・バランスの啓発 

●仕事と家庭等のバランスに配慮する事業所の事例紹介 

●市内企業等への啓発や意見交換 

商工振興課 

市民協働推進課 

 

 

○育児休業や介護休業等の制度を周知します。 

○働きやすい職場づくりに関する広報・啓発を行います。 

○働きやすい労働環境の先進事例を紹介し、事業所等に奨励します。 

④ 農林業や自営業等に従事する女性の労働条件や経済的地位の向上を図ります。 
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主要施策３ 仕事と生活の調和を図る環境の整備 

【現状と課題】 

男性は仕事優先の生活を送り、家事や地域活動などでの男女の役割にかたよりがあり

ます。最近では家事をする男性も増えていますが、いまだに食事や育児、介護などは女

性の仕事とされ、強要されることが多いようです。 

そのため、家庭と仕事の両立が困難になっており、小さい子どもを抱えた女性は再就

職が難しく、就業形態はパートタイムが多くなっています。 

また、出産や育児、介護などの事情で、時間的に制約のある人が増えてきているため、

女性と男性が協力して仕事と生活のバランスを見直すことができるように、支援するこ

とが求められています。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

１７ 

多様な保育サービス

の提供 

 

多様化した保育ニーズに的確に対応し、仕事と生活の両

立を支えるために、様々な保育サービスを提供します。 

●一時預り、延長保育、休日保育、病後児保育等特別保育

事業の充実 

●放課後児童クラブの施設の充実、利便性の向上 

こども育成課 

生涯学習課 

１８ 

子育て支援体制の充

実 

 

子育ての不安を解消するために、子育てに関する情報を

提供し、相談体制の充実と子育てサークルの育成支援を

図ります。また、仕事と育児・家事の両立が容易となる

よう地域の相互援助活動や地域住民と児童の交流の場

所づくりを推進します。 

●子育て支援総合コーディネート事業の推進 

●子どもの居場所づくり事業等の実施 

●ファミリー・サポート・センター事業の推進 

こども育成課 

生涯学習課 

 

○仕事と家庭生活等の両立のため、保育サービスの充実を図ります。 

○男性の子育てや介護等への参加を促進します。 

○だれもが自分の能力を生かし、働き続けられる環境を整備します。 

○子育てなどで仕事を中断した女性に対し、起業や再就業支援の機会をつくります。 
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具体的施策 施策の内容 担当課 

１９ 

男性の育児への参加

促進 

 

男性の育児への関心と意識を高めるために、男性が参

加しやすい環境づくりに配慮し、育児への積極的な参

加を促進します。 

●授業参観等への参加促進 

●教職員の家事参加の促進 

●ＰＴＡ（父親委員会）活動への参加促進 

●子どもクラブ活動等への参加促進 

●ママパパ教室等の開催 

●父子手帳の配布 

●父親向けの育児講座の開催 

生涯学習課 

こども育成課 

健康増進課 

学校教育課 

２０ 

男性の家事能力の向

上と参加促進 

 

男性の家事に対する意識と能力を向上するための各

種教室を開催し、家事参加を促進するとともに、食の

自立を図るために、食に関する知識の向上を図りま

す。 

●男の料理教室の開催、自主活動の支援 

●男性の家事参加を促す講座の開催 

●食育の推進 

●家事チェックシートの活用による啓発 

健康増進課 

生涯学習課 

市民協働推進課 

２１ 

女性の起業や再就職

等の支援 

 

国や県と連携して起業や再就職を目指す女性に対し、

各種情報や学習機会を提供し支援を行います。 

●起業に関する情報提供 

●再就職セミナーの開催 

●就職に関する情報提供 

商工振興課 

市民協働推進課 
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基本目標３  男女が自立し安心して暮らせるまちづくり 

 

主要施策１ 個人の自立を支える環境整備 

【現状と課題】 

鳥栖市においても少子・高齢化や核家族化は年々進み、市民の生活形態が多様化して

います。 

市民意識調査で生活の満足度を尋ねたところ、個人としては７割強の人が「満足して

いる」「どちらかといえば満足している」と答えています。それぞれの立場による満足

度の割合を見ると、親としては６割台、夫婦としては５割台の人が「満足している」「ど

ちらかといえば満足している」と答えており、家庭の状態や立場によって、意識に差が

出ることが分かりました。 

そうした個人の生活形態や健康状態等の多様性に応じて、だれもが自分らしく安心し

て暮らすために、サービスや情報の提供、相談など支援の充実が必要です。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

２２ 

ひとり親家庭の自立

支援の充実 

 

ひとり親家庭の生活の安定に必要な支援を継続する

とともに相談体制の充実を図ります。 

●ひとり親家庭への経済的支援 

●ひとり親家庭への自立支援 

こども育成課 

２３ 

高齢者の生活支援の

充実 

 

高齢者が心身ともに健康で充実した生活を送れるよ

うに、在宅での生活を支援するための各種サービスの

利用を促進します。 

●各種在宅サービスの提供 

●地域における在宅高齢者の支援 

社会福祉課 

○ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援します。 

○高齢者が健康で充実した生活を送るための支援を行います。 

○高齢者や障害者の社会参加や生きがいづくりを進めます。 
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具体的施策 施策の内容 担当課 

２４ 

高齢者の自立と社会

参加の支援 

働くことへの意欲や趣味や社会活動などの生きがい

を持ち、高齢者が社会の一員であり続けることの大切

さを発信します。 

●シルバー人材センター事業の支援・拡充 

●食や運動に関する教室の開催 

●高齢者教室の開催 

社会福祉課 

健康増進課 

生涯学習課 

２５ 

障害者の自立と社会

参加の支援 

障害のある人が自立して生活し、創作活動や生産活動

などへの社会参加を進めるために、生活支援や相談等

を行います。 

●障害のある人の社会参加の促進 

●障害のある人の自立支援 

●障害のある人の家族や要介護者等の相談と援助 

社会福祉課 
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主要施策２ 性と健康を尊重する環境整備 

【現状と課題】 

市民意識調査で、女性の体を保護するために男女ともに知っておいたほうが良いこと

を尋ねたところ、「妊娠・出産」や「更年期障害・婦人科疾患」の２項目は、約６０％

から７０％台と高い割合の回答でした。 

 また、男性の約２０％が、仕事の責任や家族を養うことを「つらい」と感じることが

あると答え、悩みや精神的なストレスを抱えていることが伺えます。 

 性の違いや生涯にわたる健康維持についての理解を深め、家庭や社会で個人がお互い

を尊重し大切にできる環境を整える必要があります。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

２６ 

妊娠・出産・育児期

における支援と相談

の充実 

母親と乳幼児等の健康を維持するため、妊娠・出産・

育児に関する保健指導を行うとともに、母親の心の健

康を支援します。 

●母子保健事業の推進 

健康増進課 

２７ 

性と生殖に関する健

康と権利の啓発 

女性が自分自身と相手を大切にし、自己決定できる権

利についての意識の浸透を図るとともに、若い世代に

対する母体保護に必要な知識の普及・啓発を図りま

す。 

●性感染症予防等の啓発 

●女性が自らの身体について自己決定を行い、健康を享

受する権利の啓発 

健康増進課 

２８ 

性的少数者に対する

理解の推進 

性同一性障害などの性的少数者に対する理解が進む

よう啓発に努めます。 

●市報や講演会などによる啓発 

市民協働推進課 

 

 

○妊娠・出産・育児期における支援や相談を充実させます。 

○性と生殖に関する健康と権利について啓発を行います。 
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主要施策３ 生涯を通じた健康づくりの推進 

【現状と課題】 

 家族の介護は女性が担うことが多く、仕事や生活上の負担になっていますが、男性も

介護のために離職や休職しなければならない場合もあります。 

 生涯を通じて健康で生活したいと、だれもが願っています。特に高齢化の進行により、

高齢者だけの世帯も増える中で、自分らしく生きるためにも、健康づくりや病気の予防

が重要になっています。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

２９ 

思春期における健

康教育の充実 

青少年が発達段階における心身の変化などに応じた性

や健康に関する正しい知識を持つことができるよう普

及と啓発を図ります。 

●教育教材等の貸出及び食と健康に関する啓発 

●学校における性教育を含めた健康教育の実施 

健康増進課 

学校教育課 

３０ 

生涯を通じた心身

の健康支援 

男女の性の違いにより異なる健康上の問題に対する予

防情報を提供し、健康保持や体力向上のためのスポーツ

やレクリエーション活動の機会を提供します。 

●乳がんや子宮がん等の各種検診・予防 

●健康マイレージ制度による健康づくりの推進 

●更年期等に関する情報提供及び相談 

●スポーツ教室や健康づくり教室等の開催 

健康増進課 

スポーツ振興課 

３１ 

介護予防の推進 
高齢者が心身ともに健康で充実した生活を送れるよう

に、健康維持対策に努めます。 

●介護予防教室の開催 

社会福祉課 

健康増進課 

 

 

○年齢に応じた運動や食事などの健康づくりを支援します。 

○病気の予防や健康づくりについての広報・啓発を実施します。 

○介護・福祉サービスによる要介護者等や家族の支援を行います。 
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基本目標４  配偶者等に対する暴力の根絶 

 

【鳥栖市ＤＶ被害者支援基本計画】 

 

■計画策定の趣旨 

 配偶者及びパートナーからの暴力は、犯罪となり得る行為で、重大な人権侵害です。

被害者は多くの場合女性であり、配偶者やパートナーが暴力をふるうことは、個人の尊

厳をなくし、男女平等を実現する大きな妨げになっています。 

 本市においてもドメスティック・バイオレンス（以下「ＤＶ」という。）の防止とＤ

Ｖ被害者の支援を推進するために、この計画に基づき総合的かつ計画的に施策の充実強

化を図ります。 

 

■用語の定義 

  この計画において、ＤＶとは配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（以下「ＤＶ防止法」という。）が対象とする「配偶者からの暴力」をいいます。配偶

者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含みます。

また、ＤＶを受けた人を「ＤＶ被害者」といいます。 

 

■計画の性格 

この計画は、ＤＶ防止法第２条の３第３項の規定に基づく本市の基本的な計画であり、

「第２次鳥栖市男女共同参画行動計画」と一体的に策定します。 

 

■計画の期間 

この計画の期間は、「第２次鳥栖市男女共同参画行動計画」と同様に、平成２５ 

（２０１３）年度から平成３４（２０２２）年度までの１０年間とし、５年ごとに見直

します。 

また、社会経済情勢の変化や国・県の制度の変更などを考慮し、必要に応じて内容の

見直しを行います。 
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主要施策１ ＤＶ被害を防止する啓発推進 

【現状と課題】 

ＤＶは暴力を手段にして、配偶者などのパートナーを支配しようとするときに起こり、

その背景にはそれを容認する性差別意識が存在します。 

ＤＶの被害者は、誰にも相談せずに被害を我慢し、犯罪行為が潜在化してしまうこと

があります。被害は、交際中の若いパートナー間にも起こっており、若年層からの意識

啓発が必要です。 

市民や職員に対して、男女の人権尊重やＤＶの正しい理解、相談情報等の広報や啓発

を継続して行うことが大切です。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

３２ 

DV やセクハラ等

の防止に向けた意

識啓発 

家庭や地域、職場などにおけるＤＶやセクハラ等の性差

別意識によるあらゆる暴力を防止するための意識啓発

を行います。 

●ＤＶ防止法やセクハラ防止規程等の周知 

●ＤＶの未然防止のためのセミナーや講演会等の開催 

●女性に対する暴力をなくす運動週間期間における啓発 

●ＤＶ防止に関する特設図書コーナーの設置 

市民協働推進課 

文化芸術振興課 

 

 

○ＤＶやセクシュアル・ハラスメント等の暴力は、人権を侵害する犯罪行為であると

いう理解を広めるため、市民及び職員への意識啓発を行います。 

○ＤＶ等の性暴力に関する相談窓口の情報を、市民に対して提供します。 

○若いパートナー間に発生しているデートＤＶの防止対策を啓発します。 
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主要施策２ 相談体制の充実 

【現状と課題】 

ＤＶの被害者支援のための相談窓口を市役所内に設置し、相談体制の充実を図ること

が大切です。 

相談の秘密は厳守し、被害者の信頼を損ねたり、被害者が危険にさらされたりしない

ように徹底しなければなりません。また、被害者本人だけでなく、その子どもがＤＶの

被害者になる場合があるため、相談の際に配慮しなければなりません。 

被害者の保護、自立支援など、円滑で切れ目のない支援を行うため、関係部局や関係

機関が連携する必要があります。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

３３ 

女性（母子）に係わ

る相談体制の強化 

関係課が共通認識を持ち、迅速で適切な対応に向けて

連携を強化し、被害者救済の第一歩である相談窓口の

利便性を高めます。 

●相談窓口の周知 

●庁内相談担当者間の連携強化 

●被害者の安全と安心の確保 

●相談のワンストップ化の推進 

●学校におけるスクールカウンセラーの配置及び相談 

市民協働推進課 

国保年金課 

税務課 

社会福祉課 

こども育成課 

健康増進課 

学校教育課 

市民課 

建設課 

３４ 

女性に係わる相談機

能の充実 

 

複雑多様化する女性の相談に対応するため、専門相談

員及び担当職員による相談機能の充実を図ります。 

●女性相談員の設置と相談 

●相談員や担当職員の研修等への積極的参加 

市民協働推進課 

こども育成課 

３５ 

二次被害を起こさな

いための支援体制の

確立 

相談を受ける職員の対応による被害を起こさないた

めに、支援のあり方を話し合い、徹底します。 

●DV被害者支援マニュアルの作成 

市民協働推進課 

こども育成課 

 

○庁舎内に専門的な相談窓口を設置し、庁内が一体となった協力・支援を進めます。 

○被害者の負担を軽減し、被害者が１箇所で必要な申請手続き等を行うことができる

よう、ワンストップサービスの充実を図ります。 
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主要施策３ ＤＶ被害者の自立支援 

【現状と課題】 

ＤＶ被害者は、置かれている環境によって必要な支援が異なります。 

ＤＶが日常化すると、被害者は自分を責めたり、逃げる気力も失ったりすることがあ

り、そのため、通常の相談とは異なる対応が求められます。 

相談を受ける職員は被害者の状況と希望を聞き取り、適切な支援を行う必要がありま

す。また、ふだんから被害者支援を行う機関や団体とつながりを持ち、被害者の希望す

る支援を円滑に行うことが重要です。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

３６ 

被害者の自立に向け

た支援の充実 

 

関係課が連携を保ちながら被害者を見守り、必要に応じ

て自立に向けた支援を行います。 

●庁内関係課会議における被害者支援の検討 

●就業支援や法的支援など必要に応じた情報提供 

●市営住宅への優先入居等の被害者支援 

市民協働推進課 

国保年金課 

税務課 

社会福祉課 

こども育成課 

健康増進課 

学校教育課 

市民課 

建設課 

 

 

○ＤＶの特性や被害者の立場を十分に理解した上での対応が徹底されるよう、窓口担

当者等に対する定期的な研修を実施します。 

○関係する部署が情報を共有し、それぞれができる支援を話し合い実行します。 
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主要施策４ 関係機関の連携・協力 

【現状と課題】 

被害者支援は、一つの機関だけで対応することは困難であり、関係機関がそれぞれの

役割を果たしつつ、連携を強化していかなければなりません。 

それぞれの関係機関の役割を明確にし、被害者支援の重要性についての認識を共有し、

様々な形での連携について整備を図る必要があります。 

 

【施策の方向性】 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

３７ 

あらゆる暴力の早期

発見と防止対策 

ＤＶや児童虐待などあらゆる暴力の早期発見に努め

るとともに、犯罪が起こりにくい地域づくりを進めま

す。 

●要保護児童等対策地域協議会の開催 

●園児・児童・生徒犯罪防止連絡会議の開催 

●各種相談・健診での早期発見 

市民協働推進課 

こども育成課 

健康増進課 

学校教育課 

３８ 

関係機関との連携の

推進 

ＤＶ被害者の支援を円滑に進めるため、県や警察署、

他市町などと連携し、支援体制を充実します。 

●ＤＶ支援機関連携会議への出席 

●保健福祉事務所で開催されるケース会議への出席 

市民協働推進課 

こども育成課 

 

 

○関係機関の相談窓口の連携を強化するとともに、相談者の立場に立った受入体制を

整えます。 

○県や他市町との情報の共有、連携の強化を図ります。 
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 ３ 計画推進体制の整備 

（１）計画推進体制 

・男女共同参画行政推進会議の設置 

     市長を会長とする庁内の意思決定機関として男女共同参画行政推進会議を設

置し、男女共同参画社会の形成に向けた施策を総合的に推進します。 

・男女共同参画懇話会の設置 

   男女共同参画を進める外部組織として、市民の代表者で構成する懇話会を設置

し、男女共同参画に関する施策の進捗状況や評価等について、市民の視点で述べ

られた意見や提言を計画に反映します。 

 ・国・県や市民活動団体等との連携と啓発事業の展開 

   国・県や市民活動団体等と連携し、さまざまな啓発事業を展開します。 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

３９ 

男女共同参画行政推

進会議の充実 

男女共同参画社会づくりに関する諸施策を総合的、

効果的に推進するため、庁内組織である「男女共同

参画行政推進会議」を開催し、計画に基づいた事業

の進捗状況の把握を行うなど、計画の総合的な推進

を図ります。 

市民協働推進課 

４０ 

男女共同参画懇話会

との連携 

男女共同参画社会の実現に向け、学識経験者など市

民で組織する「男女共同参画懇話会」における意見

等を活かし、計画の推進を図ります。 

また、市が行う事業について、評価や提言を実施し

てもらい、事業の改善につなげます。 

市民協働推進課 

４１ 

国・県や市民団体等と

の連携と協力 

国や県、市民団体等と連携し、男女共同参画が広ま

るように連携会議に出席し、啓発事業を協力して実

施します。 

市民協働推進課 
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（２）計画の進行管理 

・実施計画の策定と計画の推進状況の評価 

  行動計画に定めた具体的な施策を推進するために、実施計画を策定し、男女共

同参画行政推進会議及び男女共同参画懇話会において、計画の推進状況の報告と

評価を行います。また、評価結果をもとに、施策の見直しや改善に取り組みます。 

・調査・研究の実施 

     男女共同参画に関する資料の収集や調査を行い、計画の策定や施策の改善に取

り組みます。 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

４２ 

計画の進捗管理 

行動計画を推進するための実施計画を策定し、計画

の進捗状況を管理します。 

●実施計画書の策定、推進状況の報告・評価 
市民協働推進課 

４３ 

市民や事業所等の男

女共同参画に関する

意識調査等の実施 

市民の男女共同参画に関する意識調査や実態調査を

行い、行動計画や施策の基礎資料にします。 

●市民意識調査、市職員意識調査等の実施 

●事業所実態調査の実施 

市民協働推進課 

商工振興課 

 

 

  （３）モデル事業所としての市役所づくり 

   ・他の事業所のモデルになるように、市役所内の男女共同参画を進めます。 

 

具体的施策 施策の内容 担当課 

４４ 

仕事と家庭の両立支

援の充実 

鳥栖市特定事業主行動計画に基づき、男女ともに仕

事と家庭生活が両立しやすい職場環境を推進しま

す。 

●男性職員の育児休業、出産補助休暇等の取得の周知 

●職員のノー残業デーの推進 

●育児短時間勤務制度の活用 

●男女共同参画推進デーの徹底 

総務課 

市民協働推進課 
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具体的施策 施策の内容 担当課 

４５ 

市職員における男女

共同参画の理解の促

進 

職員研修などの機会をとらえて、市職員が男女共同

参画への理解を深め、男女共同参画の視点で施策を

展開するよう啓発を進めます。 

●男女共同参画に関わるテーマを設定した職員研修の実施 

●男女共同参画推進のためのガイドブックの充実 

●男女共同参画推進デーを利用した理解の促進 

総務課 

市民協働推進課 

４６ 

女性職員の登用推進 
女性職員の管理職への登用に努めるとともに、男女

の区別なく個人の能力に応じて人員配置を行いま

す。 

●女性職員の管理職への登用 

総務課 

４７ 

職員の人材育成 
職員が能力を高め十分に発揮できるようにするため

に、性別にかかわらず政策立案等の能力開発研修へ

の参加を推進します。 

●職員の能力開発研修への参加促進 

関係各課 

総務課 

 


